
医療型障害児施設（療養介護）の利用者負担の認定について  

」6月2尽日主管課長会議配付資料言丁正版）  

※ 障害児施設（福祉型）については、2以降を除き、既にお示ししている「利用者負担に   

ついて」に基づき取り扱われたい。  

※ 通所型の医療型障害児施設については、福祉型の障害児施設と同様に取り扱われたい。  

1 所得区分、個別減免の認定方法について  

（1） 負担上限額を定める際の所得区分の設定について  

→既にお示ししている「利用者負担について」を参照   

（2） 医療型個別減免＊の収入、資産等の認定について  

＊「医療型個別減免」：医療型障害児施設（通所の医療型障害児施設を除き、療養介  

護を含む。以下「医療型障害児施設等」という。）の利用者負  

担については、福祉型の障害児施設と同様の負担となるよう負  

担上限月額を設定している。（平成17年12月26日障害保健福  

祉関係主管課長会議）  

医療型障害児施設等においては、食事に係る負担については、  

食事療養に係る標準負担額として実費を徴収されるものであ  

り、福祉型障害児施設と異なり、特定入所障害児食章等給付責  

（補足給付）は給付されない。  

このため、福祉部分定率負担分と医療部分定率負担部分及  

び食事療養に係る標準負担額について一体的に減免を行うこ  

ととし、この減免制度を「医療型個別減免」と整理する。  

従って医療型障害児施設等については、「補足給付」制度の適  

用はなく、20歳未満、20歳以上に関わらず、「医療型個別  

減免」により負担軽減を行うものである。  

＜20歳以上の場合の入所者の場合＞  

【手続き等】   

障害者の申請により、障害者の収入額、資産を都道府県又は市町村（「都  

道府県等」＊という。以下同じ。）が認定する。（申請がなければ、個別減  

免は行わない。）   

＊ 療養介護事業については、実施主体が市町村である。  

【対象者】   

→「利用者負担について ②個別減免の収入、資産等の認定について」  
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の【個別減免の対象者】と同様  

【添付種類等】   

→「利用者負担について ②個別減免の収入、資産等の認定について」  

の【添付書類等】と同様  

【収入の認定方法】  

○ 医療型障害児施設等に係る収入額の認定については、収入を2種類に   

分類することとする。  

具体的には、障害児施設支援を受ける日の属する前年（障害児施設支   

援を受ける日が1月～、6月である場合にあっては、前々年）の収入の   

合計額を12で除した額（端数については切り捨て）をもとに算出す   

る（年間の収入、前年の収入を把握することが困難な場合は、平均的   

な月収として都道府県等が認める額とする。）  

その際、障害児施設支援のあった月の属する前年（障害児施設支援の   

あった月が1月～6月である場合にあっては、前々年）にかかる必要   

経費を12で除した額（端数については切り捨て）を控除した上で算   

定すること。   

ア）負担をとらない収入  

○ 特定目的収入‥国、地方公共団体等から特定の目的に充てるため  

に支給されるもの  

・地方公共団体から医療費の自己負担分として支給される手当  

■ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により支給される医療  

特別手当及び特別手当のうち、生活保護基準の放射線障害者加算に  

相当する額  

■ 児童手当法により支給される児童手当等利用者本人の生活費以外  

の用途に充てることとされている金銭  

一 生活保護法において収入として認定されないこととされている収  

入（「利用者負担について」において、稼得収入として明記されて  

いるものを除く）  

イ）負担を取る収入 ア）を除く収入  

り）必要経費とするもの  

・租税の課税額   

・社会保険料（65歳以上の施設入所者については、介護保険料を除  

く。）  

【具体的な計算方法】  

Ⅰ 負担限度額の算定方法  
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イ）からり）を差し引いた額を12で除した数（端数については、切   

り捨て。以下、認定収入額という。）   

負担限度額（月額）＝認定収入額－その他生活費  

※その他生活真の額  

a b及びc以外の者 2．5万円  

b障害基礎年金1級受給者、60～64歳の者、65歳以上で重症心  

身障害児施設入所者、療養介護利用者 2．8万円  

C65歳以上（重症心身障害児施設入所者、療養介護利用者を除  

く。） 3，0万円  

Ⅱ 各部分ごとの負担上限額の算出内訳   

①食章②福祉部分の定率負埠、③医療部分の定率負担の合計額がⅠで   

算出した負担限度経となるよう①→②→③の各部分ごとの順番で限度   

額を設定していく。（端数については切り捨て）  

① 食費負担限度額の決定   

食費負担限度額（月額）＝食事療養に係る標準負担額×孤独4日  

② 医療型個別減免後福祉部分負担限度額の決定   

ア 福祉部分の1割負担額と（1）で決定した所得区分に応じた福祉  

部分の負担上限額を比較し、小さい額を選定する。   

（低所得2であれば、旦鼻額単位※×10円×30．4日×0．1と24，600   

円を比較する。）  

※ 利用する施設に応じ、平均単位数をあらかじめ設定する。  

☆ケース1①で決定した食費負担限度額＋②アで選定した福祉部分  

の負担限度額＋その他生活費＞認定収入額となる場合  

②イ 医療型個別減免後革祉部分負担限度額＝  

認定収入額－（その他生活費＋①）  

③ 医療型個別減免後医療即今負担限度額の決定  

医療型個別減免後医療部分利用者負担限度額＝0円  

☆ケース2 ①で決定した食責負担限度額＋②アで選定した福祉部分  

の利用者負担限度額＋その他生活費＜認定収入額となる場合  
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②’イ 医療型個別減免後室迦塾生負担限度額  

＝②アで選定した額  

③’医療型個別減免後堅塁些全負担限度額   

※ 医療部分の1割負担額と（1）で決定した所得区分に応じた医療  

部分の負担限度額を比較し、小さい額を選定する。…■A  

※ 医療部分の1割負担額については、利用施設等の平均医療費等で設定  

医療型個別減免後医嗟型壁利用者負担限度額   

＝認定収入額－（その他費用＋（D＋②’イ）…・B  

もし、B＞Aであるならば、Aの額が医療型個別減免後医療部分負  

担限度額  

○ 

分限度額、個別減免後医療部分負担限度額を記載する。  

○ なお、個別減免によって当初の負担上限額から負担限度が引き下げ  

られた額については、   

一 医療部分：障害児施設医療費※   

・福祉部分：障害児施設給付費※   

により給付されることになる。  

※ 療養介護については、「障害児施設医療費」は「療養介護医療費」  

・に、「障害児施設給付費」は「介護給付費」にそれぞれ置き直すもの   

とする。以下同じ。）  

計算例1 低所得2で負担限度額が55，000円 医療費の1割負担  

額50，000円で重症心身障害児施設利用の場合862単位  

（認定収入額83．000円）  

（彰 食真について  

低所得2の場合 480 円（1日あたり）×製革レト日＝  

14，880†八592円  
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（∋ 医療型個別減免後福祉部分負担限度額の決定  

862単位×10円×30．4日×0．1＝26，204円  

上記により計算した金額と福祉部分負担上限月額の24，600円を比  

較し、低い金療を選定。この場合は、24，600円となる。  

14，88014，ち毀円＋24，600  円＋28，000円＜83，000円 → ケース2  

よって、医療型個別減免後福祉部分負担限度額は、24，600円  

③ 医療型個別減免後医療部分負担限度額の決定   

医療費の1割 50，000円と医療妻負担上限額24，600円を  

比較し、24，600円を選定…・A  

83，000円－（2乳000円＋14，8紬14，5氾円＋24，   600円）＝15．52015，王氾3  

円‥B  

A＞Bのため、15，52015，38e円   

医療型個別減免後福祉部分負担限度額 24，600円  

医療型個別減免後医療部分負担限度額 脚円  

食事負担額  14，880日，592円  
計  55，000円 となる。  

計算例2 低所得1で負担限度額が41，000円 医療費の1割負担  

額50．000円 重症心身障害児施設利用の場合862単位  

（認定収入額66．000円）  

（D 食真について   

低所得1の場合480円（1日あたり）  ×31弧ヰ一日＝14，88014J92  

② 医療型個別減免後碍些鱒今負担限度額の決定  

862単位×10円×30．4日×0．1＝26，204円   

上記により計算した金額と福祉部分負担上限月額の15，000円を比   

較し、低い金額を選定。この場合は、15，000円となる。  
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14，880鯉円＋15，000円＋25．000円＜66，000円 → ケース2  

よって、医療型個別減免後畢狸畢些負担限度額は、15・000円   

③ 医療型個別減免後医療部分負担限度額の決定   

医療費の1割 50，000円と医療費負担上限額15，000円を  

比較し、15，000円を選定…・A  

66．000円－（25．000円＋14．880j4「5把円＋15，000円）＝11．120瑚婚   
円・・B  

A＞Bのため、11．12011，ノ把き円  

医療型個別減免後福祉部分負担限度額15，000円  

医療型個別減免後医療部分負担限度額  

食事負担額  
計  

11，120日，ノ把e円  

14．88014592円  

41，000円 となる。  

＜20歳未満の場合の入所者の場合＞  

【手続き等】  

障害者又は障害児の保護者（以下「障害者等」という。）の申請により、   

都道府県等が認定する。  

このため、申請がなければ、個別減免は行わない。  

なお、18、19歳の障害者については、民法上、保護者に障害者を監   

護する義務があることを考慮し、保護者等の障害者を監護する者の属する   

世帯の所得区分を認定して、決定する。  

【対象者】  

→全ての所得区分の者が対象   

轍額が年間2万円以上の   
世帯と市町村長税喪得劃卿  

【添付書類等】  

20歳未満の障害者が利用する場合については、20夢以上と異なり、   

資産要件がないため、所得区分の設定に係る資料（（1）の設定に必要な資   

料）のみを提出すればよい。  

【具体的な計算方法】  
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Ⅰ負担限度額の算定方法  

地域で子どもを育てるために通常必要な費用から、その他生活費を   
差し引いた嶺とする。   

負担限度籠（月額）＝地域で子どもを育てるために通常必要な費用－  

その他生活責  

※ 地域で子どもを育てるために通常必要な費用   

一般世帯即  

79，000円  

低所得1 50．000円   

低所得2L二般世帯（市町村民税所得割の額が年間2万円未満の方）  

は、計算上 50，000円とし、実際には79，000～50．000円  

※その他生活責の額   

18・19歳 25，000円18歳未満 34．000円  

Ⅱ 各部分ごとの負担限度額の算出内訳   

①福祉部分の定率負担②医療部分の定率負担③食費の合計額がⅠで   

算出した負担限度額となるよう①→②→③の各部分ごとの順番で限度   

額を設定していく。（端数については切り捨て）  

① 医療型個別減免後額祉部分負担限度額の決定  

福祉部分の1割負担額と（1）で決定した所得区分に応じた福祉部   

分の負担上限籠を比較し、小さい額を選定する。   （低所得2灘   
であれば、旦風儀単位×10円×30．4日×0．1と15．000円＊を比較す   

る。）  

＊ 低所得2、僻2万円未満の  

去⊥の場合も、②以降の算出上15．000円（15．000円を下回る場合は、  

福祉部分の1割負担額）で計算する。 

重畳負担限度額算出の比較においては、24，600円十磯世帯†市町  

村民税所得割の韓が年間2万円未満の方）については、37．200円）  

と福祉部分の1割負担額の比較となる。  

②ア 医療型個別減免後星療邸分負担限度額の決定  

医療費の1割負担額※と（1）で決定した所得区分に応じた医療部  
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分の負担上限額を比較し、小さい額を選定する。  

※ 医療部分の1割負担額については、利用施設等の平均医療費等で設定  

☆ケース1（Dで決定した福祉部分負担限度額＋②アで選定した医療  

部分の負担限度額＋その他生活費＞地域で子どもを育てる  

ために通常必要な費用となる場合  

②イ 医療型個別減免後医療部分負担限度額   

＝地域で子どもを育てるために通常必要な費用－（その他生活費＋①）  

③ 食事療養に係る標準負担額 0円  

☆ケース2 ①で決定した福祉部分負担限度額＋②アで選定した医療  

部分の負担限度額＋その他生活費＜地域で子どもを育てる  

ために通常必要な費用となる場合  

②’イ 医療型個別減免後医療部分負担限度額  ②ア   

③’食事療養に係る標準負担額…・A  

食事療養に係る標準負担額   

＝地域で子どもを育てるために通常必要な責用－（その他費用＋①  

＋②’イ）・‥・B   

もし、B＞Aであるならば、通常どおり食事療養に係る標準負担額  

を負担することになる。  

もし、A＞Bであるならば、Bの額が食費の負担限度額となる。   

なお、社会福祉法人軽減制度の適用となる場合については、上記計  

算の結果、算出された福祉部分負担限度額を社会福祉法人等による利  

用負担軽減制度適用後の負担限度額に置き換えるものとする。  

＊ 社会福祉法人負担軽減については、「利用者負担について」の  

4社会福祉法人等による利用者負担軽減制度を参照のこと。  

－8－   



○ 受給者証には、決定した医療型個別減免後福祉部分負担限度額、個  

別減免後医療部分負担限度額、食費負担限度額を記載する。  

○ なお、個別減免によって当初の負担上限額から負担限度が引き下げ   

られた額については、   

・ 医療部分：障害児施設医療費※   

・食事負担額：障害児施設医療費※   

により給付されることになる。  

※計算例117歳で重症心身障害児施設に入所 低所得2 862単位  

医療費の1割負担額60，000円  

① 医療聖個別減免後福祉部分負担限度額の決定  

862単位×10円×30．4日×0．1＝26，204円   

上記により計算した金額と負担上限月額の15．000円を比較し、低   

い金額をこの後の計算に用いる。実際の負担金額は、24，600円と   

26．204円を比較し、小さい額である24，600円となる。  

②ア 医療型個別減免後医療部分負担限度額の決定   

60，000円と24．600円（負担上限月額）を比較し、24，600円を選定。   

15，000円＋24．600円＋34，000円＞50．000円 →ケース1  

②イ 医療型個別減免後医療部分負担限度額の決定  

50，000円－（34，000円＋15，000円）＝1．000円  

③ 食事療養に係る標準負担額 0円  

福祉部分利用者負担額 24．600円  

医療部分利用者負担額 1．000円  

食事負担額  0円．  
計  25．600円となる。  

※計算例2 17歳で肢体不自由児施設に入所  

一般世帯（市町村民税所得割の挙が年間乙方円以上の方）136単位  

医療真の1割負担額60，000円  

① 医療型個別減免後畢祉邸隼負担限度額の決定  

136単位×10円×30．4日×0．1＝4，134円   

上記により計算した金額と負担上限月醸の37，200円を比較し、低  
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い金額である4．134円に決定  

②ア 医療型個別減免後医療部分負担限度額の決定   

60，000円と40，200円（負担上限月額）を比較し、40．200円を選定。   
4，134円＋40，200円＋34．000円＜79．000円 →ケース2  

②，イ 医療型個別減免後医療部分負担限度額の決定  
40，200円  

③’食事療養に係る標準負担額  

食事療養に係る標準負担額  

＝79，000円－（34，000円＋4，134円＋40．200円）‥‥B  

＝666円  

福祉部分利用者負担額 4，134円  

医療部分利用者負担額 40，200円  

食事負担額  666円  

計  45，000円となる・。  

＜参考 医療型障害児施設通所者の場合＞   

通所者については、個別減免及び補足給付は適用されないため、福祉部分  

と医療部分についての負担上限月額のみ適用される。   

※ 食卓についても、医療保険制度の適用にならないため、福祉型施設  

と同様に低所得者に対する食費の軽減措置が適用される。  

なお、社会福祉法人軽減制度の適用となる場合については、算出さ  

れた福祉部分利用者負担額を社会福祉法人等による利用負担軽減制度  

の適用後の利用者負担額とする。  

2 生活保護・境界層対象者に対する負担軽減措置について  

「障害者自立支援法における境界層対象者に対する負担軽減措置の取扱いに   

ついて」によることとする。（詳細については、別途お示しする）  

3 高額障害児施設給付費について  

同→世帯に障害児施設サービスを利用する者が、複数いる場合等に、世帯の   

負担を軽減する観点から、償還払い方式により、世帯における利用者負担を月   

額上限額まで軽減を図る。  

なお、18歳未満の兄弟で障害児施設に入所している場合など、障害児施設   

支援を受ける障害児が同一の世帯に複数いる場合の利用者負担額については、  
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施設支給決定保護者は一人であるものと考え、当該保護者について負担上限月  

額が適用され、高額障害児施設給付費によって償還が行われるものではない。   

また、同一世帯に障害福祉サービス費と障害児施設給付費を受けている者が  

いる場合には、各法における高額真による償還がなされるものである。（いずれ  

かの法律でまとめて償還することはしない。）この場合に合算の対象とする費用  

は、各法による嵩額費の償還前の利用者負担額であることに留意されたい。   

医療部分（食事療養に係る標準負担額を含む。）に係る利用者負担額について  

は、高額療養費として償還されるものであり、高額障害児施設給付費による償  

還の対象とならないことに留意されたい。  

（1） 支給額  

1人当たり支給額＝利用者負担世帯合算額（世帯全体の（2）①～③）  

一高額障害児施設給付費算定基準額（（3）（D～④の額）×施設給付決定  

保護者等按分率  

（端数が生じた場合は世帯での負担額が高額障害児施設給付費算定基  

準額と同額になるよう、適宜割り振って端数を処理するものとする。）   

・施設給付決定保護者等按分率＝施設給付決定保護者利用者負担合算額   

（1人当たりの（2）①～③の負担額）／利用者負担世帯合算額（支給決  

定障害者等按分率を算定する際には、端数処理しない。）   

※ 高額障害福祉サービス費と高額障害児施設給付費が併給される場合  

の高額障害福祉サービス費についても同様の計算方法により算定され  

る。  

（2） 合算の対象とする費用   

① 障害者自立支援法に基づく介護給付責、訓練等給付費、特例介護給付  

費、特例訓練等給付費（以下「介護給付費等」という。）対象サービ  

スに係る定率負担額   

② 児童福祉法に基づく障害児施設給付費対象サービスに係る定率負担  

額   

③ 介護保険の利用者負担額（高額介護サービス責により償還された費用  

を除く。）ただし、当該者が、障害福祉サービスを利用している看で  

ある場合に限る。※）  

※ 当該者が児童福祉法に基づく施設給付決定保護者であるが、障害福祉   

サービスを利用していない場合は合算の対象としない。  

※ ①～③につき、  

ア） 社会福祉法人減免  
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イ） 災害等による利用者負担減免  

が講じられた場合は、講じた後の利用者負担額を合算する。  

（3）償還基準額  

一人あたりの負担上限額が、償還基準額を超えた世帯合算負担額（上記①  

～③を合算したもの）を個人の負担額の割合で按分した額となるよう、高額  

障害児施設給付費を支払う。  

（償還基準額）  

①市町村民税課税世帯に属する者（一般）…・37．200円  

②市町村民税非課税世帯に属する者（低所得1（（∋の者を除く）、低所得  

2）・・24，600円  

③低所得1のうち、世帯での1①及び②の合算額が24，600円に満たない  

が、個人での合算額が15，000円を超える場合…・15，000円  

④生活保護世帯…・0円  

※ それぞれ、生活保護への移行予防措置の適用を受けている者について  

は、当該額とする。   

（4）高額障害福祉サービス費と高額障害児施設給付費が併給される場合の  

事務手続きについて  

高額障害福祉サービス費と高額障害児施設給付費が併給される場合  

については、事務処理を行う実施主体が市町村と都道府県等に分かれる  

ことがありうるが、その場合における事務手続きの流れについては、別  

紙2を参考とされたい。  

4 社会福祉法人軽減について   

福祉サービスと同様の考え方である。（医療部分については、減免の対象とは   

しない。）  
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（別紙3－3）  

ケース③ 高額障害児施設給付費及び高額障害福祉サービス費  

※下線を引いた部分が訂正   



（別紙3－4）  

ケース④高額障害児施設給付責及び高額障害福祉サービス費  

※下線を引いた部分が訂正   




